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四国厚生支局は、国民一人一人が、健康で安心して充実した生活を送る
ことができるよう、四国地方における実情を踏まえつつ、国の社会保障
政策を着実に推進することを通じて、将来にわたる国民生活の質の向上と
社会経済の発展に寄与することをその使命としています。

Ⅰ 国民目線に立った
行政運営

国の社会保障政策の
効果が最大限発揮され
るよう、広い視野、地
域の視点、国民の目
線を重視して、所掌事
務を適正かつ迅速
に遂行します。

Ⅳ 業務改善・効率化

職員一人一人がたゆ
まぬ意識改革を行い、
業務の改善と効率化に
向けて取り組みます。

Ⅲ 広報広聴の推進

国民に対し分かりや
すい情報提供を行う
とともに、広く情報を
収集・分析し、必要な
業務の改善に繋げ、
国民との信頼関係の
構築を目指します。

Ⅴ 明るい職場づくりを
通じた行政サービス
の一層の向上

職員相互に尊重・協力し
合う明るい職場づくり
を進め、行政サービ
スの一層の向上を図
ります。

Ⅱ 公平公正な制度
運営

常に高い倫理観と強
い責任感を持ち、法
令を遵守し、公平公
正に制度運営します。

四国厚生支局の基本理念及び行動指針

■ このほかに、職員が日常業務の中で心がけるべき具体的な行動の在り方として「四国厚生支局実践
「八・十・八」箇条」を定めています。

基本理念

行動指針
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四国厚生支局の主な業務

■ 施設基準等の申請・届出事務
■ 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険

薬剤師、指定訪問看護事業者等の監督
等

■ 薬物犯罪の捜査
■ 医療麻薬等の監督、指導
■ 啓発活動・再乱用防止活動

等

■ 年金や健康保険の決定に対する審査請求の対応
■ 日本年金機構が行う各種業務の認可等
■ 年金記録の訂正請求の調査審議・決定
■ 各種養成施設等の指定及び監督
■ 福祉、保健衛生関係の補助金の執行
■ 地域包括ケアシステムの構築の支援
■ 健康保険組合、厚生年金基金、国民年金基金等

の認可等及び指導監督
等

年金・健康福祉部門

医療指導部門 麻薬取締部門
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